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○栃木県県税条例施行規則の一部改正 

栃木県規則第53号

栃木県県税条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和６年11月29日 

                              栃木県知事  福  田  富  一  

栃木県県税条例施行規則の一部を改正する規則

栃木県県税条例施行規則（平成17年栃木県規則第13号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

別記様式第33号中 

「 

                                    を 

」 

「 

                                    に改める。 

」 

 別記様式第66号を次のように改める。 

改   正   後 改   正   前

（文書等の様式） 

第24条 次の表の左欄に掲げる文書等の様式は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げるところによる。 

文 書 等 の 種 類 様 式

１～15 略 

16 第２次納税義務に係る納付義務

免除申告書（法第11条の10第３項

の規定による申告書） 

略 

17～66 略 

67 削除 別記様式

第67号 

68～140 略 

（文書等の様式） 

第24条 次の表の左欄に掲げる文書等の様式は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げるところによる。 

文 書 等 の 種 類 様 式

１～15 略 

16 第２次納税義務に係る納付義務

免除申告書（法第11条の９第３項

の規定による申告書） 

略 

17～66 略 

67 不動産取得税納税通知書（連帯

納税義務用） 

別記様式

第67号 

68～140 略 

４ 自動車税種別割

   登録番号  栃 ・ 栃木 ・ 宇都宮 ・ とちぎ ・ 那須

４ 自動車税種別割

   登録番号  栃 ・ 栃木 ・ 宇都宮 ・ とちぎ ・ 那須 ・ 日光



（2） 号外第68号令和６（2024）年11月29日　金曜日 栃 木 県 公 報

別記様式第66号（第24条関係）

表面

栃木県
領収済通知書

年 月 日

税額

延滞金

過少申告加算金

不申告加算金

重加算金

納期限 納期限 合計金額

年 月 日 年 月 日

【栃木県/コンビニ本部控】

上記のとおり納めてください。

調定

年 月 日

課税期別

加入者名

【金融機関/コンビニ店舗控】

印
【納税者保管/収入印紙不要】

栃木県 県税事務所長

県税

円

円

口座記号番号

納付番号
円

円

円円

年

上記のとおり納付します。

領収日付印

調定年度県税 納税者番号

納税者番号
物件No.取得年月日･取得原因税率(%) 合算

不動産取得税

納税者
氏名

領収日付印
納税者
氏名

合計金額

納期限

コ
ン
ビ
ニ
収
納
用

年度

カード

加入
者名

34

口座番号年度 県税 納期限 金融機関

口座
記号
番号

合計
金額 円

納付
番号

確認
番号

納付
区分

地目･種類 物件評価額 課税対象額物件所在地

円

領収日付印税率 課税標準額
％
％

課税物件の内訳

公77
不動産取得税

公 通常払込料金
加入者負担

通常払込料金
加入者負担 納税通知書公 栃木県

栃木県
納付書（原符）
兼払込金受領証

通番 納貯

月 日

収納機関
番号

家屋番号 控除済

代表者

納税者番号

連帯納税義務者一覧

別記様式第66号（第24条関係）

表面

栃木県
領収済通知書

年 月 日

税額

延滞金

過少申告加算金

不申告加算金

重加算金

納期限 納期限 合計金額

年 月 日 年 月 日

【栃木県/コンビニ本部控】

上記のとおり納めてください。

調定

年 月 日

課税期別

加入者名

【金融機関/コンビニ店舗控】

印
【納税者保管/収入印紙不要】

栃木県 県税事務所長

県税

円

円

口座記号番号

納付番号
円

円

円円

年

上記のとおり納付します。

領収日付印

調定年度県税 納税者番号

納税者番号
物件No.取得年月日･取得原因税率(%) 合算

不動産取得税

納税者
氏名

領収日付印
納税者
氏名

合計金額

納期限

コ
ン
ビ
ニ
収
納
用

年度

カード

加入
者名

34

口座番号年度 県税 納期限 金融機関

口座
記号
番号

合計
金額 円

納付
番号

確認
番号

納付
区分

地目･種類 物件評価額 課税対象額物件所在地

円

領収日付印税率 課税標準額
％
％

課税物件の内訳

公77
不動産取得税

公 通常払込料金
加入者負担

通常払込料金
加入者負担 納税通知書公 栃木県

栃木県
納付書（原符）
兼払込金受領証

通番 納貯

月 日

収納機関
番号

家屋番号 控除済

代表者

納税者番号

連帯納税義務者一覧



（3）号外第68号栃 木 県 公 報令和６（2024）年11月29日　金曜日

裏面

付表　略

　この欄には、「納付場所」
を記載すること。

　この欄には、「課税の根拠となった法令」、「納期限までに税
金を納付しなかった場合において執られるべき措置」及び「この
処分に不服がある場合における救済の方法及び取消訴訟を行う場
合の被告とすべき者、出訴期間等」を記載すること。



（4） 号外第68号令和６（2024）年11月29日　金曜日 栃 木 県 公 報

   栃    栃 木   

     宇都宮 

  とちぎ   那 須   

を

   栃    栃 木   

  宇都宮   とちぎ 

  那 須   日 光   
に改める。別記様式第89号の31中

C1

栃 

栃 木 

宇都宮 

とちぎ 

那 須 

該当する項目を○で囲んでください。

C1

栃 

栃 木 

宇都宮 

とちぎ 

那 須 

日 光 

該当する項目を○で囲んでください。

を

に、

1 2

C1

3 4 5 7 8 9 16 17 22 23

A 

B 

C 

D 

を

1 2

C1

3 4 5 7 8 9 16 17 22 23

A 

B 

C 

D 

E 

に改める。

 別記様式第67号を次のように改める。 

別記様式第67号 削除 

「                「 

               」                」 

 別記様式第93号中 

「   

                               」 

「 

                               」 

「 

」 

「 

                               」 

附 則

１ この規則は、令和６年12月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。 

 (1) 第24条の表16の項の改正規定 令和７年１月１日 

 (2) 別記様式第33号、別記様式第89号の31及び別記様式第93号の改正規定並びに次項の規定 令和７年４月

１日 

２ 前項第２号に掲げる改正規定の施行の際現に存する当該改正規定による改正前の栃木県県税条例施行規則

の規定により調製した諸用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。 

（税務課） 

- 1 - 

○栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例施行規則の一部改正

栃木県規則第54号                                         

 栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和６年11月29日                                       

                              栃木県知事  福  田  富  一  

   栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例施行規則の一部を改正する規則         

 栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例施行規則（平成15年栃木県規則第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。    

附 則                                           

この規則は、令和６年12月１日から施行する。                         

（工業振興課）

改   正   後 改   正   前

別表第２（第12条関係） 

１ 栃木県産業技術センター

(1)～(5) 略 

  (6) 分析機器類 

名    称 使    用    料 

略

原子吸光分光光度

計（食品分析用） 

略

顕微ラマン分光装

置

１時間につき     810円 

略

(7)～(9) 略 

２～５ 略

別表第２（第12条関係） 

１ 栃木県産業技術センター

(1)～(5) 略 

  (6) 分析機器類 

名    称 使    用    料 

略

原子吸光分光光度

計（食品分析用）

略

 

略

(7)～(9) 略 

２～５ 略



（5）号外第68号栃 木 県 公 報令和６（2024）年11月29日　金曜日

発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,950円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

- 1 - 

○栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例施行規則の一部改正

栃木県規則第54号                                         

 栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  令和６年11月29日                                       

                              栃木県知事  福  田  富  一  

   栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例施行規則の一部を改正する規則         

 栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例施行規則（平成15年栃木県規則第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。    

附 則                                           

この規則は、令和６年12月１日から施行する。                         

（工業振興課）

改   正   後 改   正   前

別表第２（第12条関係） 

１ 栃木県産業技術センター

(1)～(5) 略 

  (6) 分析機器類 

名    称 使    用    料 

略

原子吸光分光光度

計（食品分析用） 

略

顕微ラマン分光装

置

１時間につき     810円 

略

(7)～(9) 略 

２～５ 略

別表第２（第12条関係） 

１ 栃木県産業技術センター

(1)～(5) 略 

  (6) 分析機器類 

名    称 使    用    料 

略

原子吸光分光光度

計（食品分析用）

略

 

略

(7)～(9) 略 

２～５ 略


